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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年４月５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

    委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

委   員   根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年３月１１日 １７時５４分ごろ 

発生場所 
 

愛媛県伊予市高野川
こうのがわ

河口付近 上灘
かみなだ

港西防波堤灯台から真方位０５１°

１.５６海里付近 

（概位 北緯３３°４２.４′ 東経１３２°３９.６′） 

事故調査の経過 平成２３年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 巡視艇 みつかぜ、２４トン 

   １３４９６６、国土交通省 

   １９.６０ｍ×４.３０ｍ×２.３１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,３３８kＷ（合計）、平成６年６月２３日

Ｂ 巡視艇 ２４トン 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年３月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年３月２５日 

    免状有効期間満了日 平成２６年７月８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 両舷プロペラ全翼、舵軸、舵板及びプロペラ軸の曲損、船底外板に

亀裂を伴う凹損、機関室及び乗組員居住区への浸水に伴う濡損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長ほか４人が乗り組み、船首約１.２ｍ、船尾約１.６ｍの

喫水で愛媛県松山市松山港を出港して伊予灘を航行していたところ、Ｂ

船から航行不能になったとの連絡を受けた。 

 Ａ船は、航行不能になったＢ船が所在していた高野川河口付近に到着

したのち、えい
．．

航しようとして風上である西南西方から前進し、陸岸か

ら約５０ｍ沖のＢ船に接近したところ、船長Ａが、一刻を争う事態であ

ると察知し、船尾甲板上に準備していたえい
．．

航索に替えて長さ約２０ｍ

の係留索を使用することにした。 

 Ａ船は、Ｂ船の至近距離まで接近して停留し、係留索を船首から送っ

たが、船体の動揺が大きく、Ａ船に係止することができなかった。 

 Ａ船は、船尾方からの強い風浪を受けたので、船長Ａが、主機を後進

に使用して姿勢の回復を試みたが、船体の姿勢制御が困難な状況とな

り、北北東方に圧流され始め、平成２３年３月１１日１７時５４分ごろ

両舷プロペラ等が海底に接触し、両舷主機が停止した。 

 Ａ船は、主機を始動できずに着底を繰り返しながら圧流され続け、
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１８時００分ごろ高野川河口付近にある突堤先端部至近の浅所に乗り揚

げた。 

 Ａ船は、その後、天候の回復を待って離礁したが、船体等の損傷が著

しく、廃船処理された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ６ 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  Ａ船は、船尾甲板上にえい
．．

航索を準備していたが、遠距離からヒービ

ングラインを発射するためのもやい銃及び錨を速やかに使用できる状態

とせずにＢ船に接近した。 

 Ｂ船は、航行が不能となった状態で陸岸に向けて圧流され、１７時

４６分ごろ船尾船底部が着底する状況となり、１８時００分ごろ高野川

河口付近の浅所に乗り揚げた。 

 Ｂ船は、１７時５０分ごろまでにＡ船の存在を認めていた。 

 船長Ａは、Ｂ船から西南西方約５００ｍの地点に到着したとき、Ｂ船

が陸岸に向けて大きく動揺しながら圧流されていることを知ったが、Ｂ

船から、既に着底している旨の情報を得ていなかった。 

 Ａ船が着底した場所は、底質は礫
れき

であり、海図では水深は、５ｍ以下

と表示されている。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、高野川河口付近において、航行不能

となったＢ船の救助作業中、船尾方からの風浪

を受けて船体の姿勢制御が困難となり、圧流さ

れたことから、高野川河口付近の浅所に乗り揚

げた可能性があると考えられる。 

 Ａ船は、風上からＢ船に接近したものの、停

留したとき、水深が浅い上に陸岸に近い水域で

船尾からの風浪を受けたことから、主機を前進

に使用することができず、船体の姿勢制御が困

難になった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、高野川河口付近において、航行不能となったＢ船

の救助作業中、船尾方からの風浪を受けて船体の姿勢制御が困難とな

り、圧流されたため、高野川河口付近の浅所に乗り揚げたことにより発

生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・救助対象となる船舶の状況を正確に把握すること。 

・救助作業を行う海域の水深を把握すること。 

 




